
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有する植物育成装置と、該植物育
成装置に隣接又は内包するように配設され、上記育成用閉空間内の環境を含めた植物育成
に要する育成要素の制御を行う制御機器及び上記育成用閉空間内の環境状態を検知するセ
ンサー類と、上記制御機器の制御情報や上記センサー類で検知した環境の情報を統合する
制御ユニットとを顧客側に備え、インターネットを通じて上記制御ユニットとの間で情報
の授受を行うサーバーを事業者側に備え、事業者側の上記サーバーから上記インターネッ
トを通じて上記制御ユニットへ植物育成情報を与える第１のステップと、与えられた上記
植物育成情報に基づいて上記制御ユニットにより上記制御機器及び上記センサー類を使用
して上記育成用閉空間内の環境を制御して、上記育成植物を育成する第２のステップと、
上記育成用閉空間内の環境の情報と育成植物の成育状態を結果情報として制御ユニットか
らインターネットを介して上記事業者側のサーバーへ伝達する第３のステップと、結果情
報から事業者側で分類解析する第４のステップ

ことを特徴とする植物育成情報の取得方法。
【請求項２】
上記第１のステップから上記第 のステップをサイクリックに繰り返すことを特徴とする
請求項１記載の植物育成情報の取得方法。
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と、該第４のステップでの分類解析で得ら
れた情報から、上記植物育成情報の更新情報を得る第５のステップとからなり、該第５の
ステップで得た更新情報を、事業者側のサーバーから顧客側の制御ユニットにインターネ
ットを通じて伝達する

５



【請求項３】
上記第１のステップに、使用する上記植物育成情報を顧客側がカスタマイズ化する過程を
含めていることを特徴とする請求項１又は２記載の植物育成情報の取得方法。
【請求項４】
上記植物育成情報では、植物育成過程を、上記育成用閉空間内の環境条件や上記制御機器
の制御条件を成長の時系列上に配置して示すことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何
れか記載の植物育成情報の取得方法。
【請求項５】
上記育成用閉空間内の環境の情報及び制御機器の制御情報から少なくともなる個別情報を
、植物育成の一機会毎或いは統計処理の代表情報として、制御ユニットヘの入力情報とな
る目的化された上記育成用閉空間の環境情報と、該環境情報より算出されて各制御機器を
制御する制御情報と、制御された結果として各センサー類により検知される上記育成用閉
空間の環境の情報とで構成したことを特徴とする請求項１乃至３の何れか記載の植物育成
情報の取得方法。
【請求項６】
複数の上記各個別情報を基に、対象とする育成植物、環境条件、制御条件等の育成要素と
、育成結果を限定し、要因に対する育成結果のばらつき分布、有意差を数値化することを
特徴とする請求項５記載の植物育成情報の取得方法。
【請求項７】
上記育成対象植物毎に上記育成要素と、上記育成結果をマトリクスに配置して、育成要素
と育成結果の必要十分な組み合わせである第１の情報と、それ以外の実情報及び要因の相
互効果と複合効果とを対象とした第２の情報とを持つ統計情報を事業者側で生成すること
を特徴とする請求項６記載の植物育成情報の取得方法。
【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物育成情報の取得方法、植物育成制御システム及び植物育成事業の支援方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　太古から植物は、厳しい自然界の気象の変化や他の動植物の振舞いに対して適応し生き
てきた。またこの外的要因は、時には種の絶滅などへも作用したが、その度にそれに耐え
得る新種が生まれることとなり、現在まで多種多様の植物が生まれてきた。そうして植物
は、姿形また適合する成育条件の違いなど多様な品種を持つこととなり、その内部におい
ても多彩な外的要因に対処でき得るよう多様な遺伝子情報を持つこととなった。
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育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有する植物育成装置と、該植物育
成装置に隣接又は内包するように配設され、上記育成用閉空間内の環境を含めた植物育成
に要する育成要素の制御を行う制御機器及び上記育成用閉空間内の環境状態を検知するセ
ンサー類と、上記制御機器の制御情報や上記センサー類で検知した環境の情報を統合する
制御ユニットとを顧客側に備え、インターネットを通じて上記制御ユニットとの間で情報
の授受を行うサーバーを事業者側に備え、事業者側の上記サーバーから上記インターネッ
トを通じて上記制御ユニットへ植物育成情報を与え、与えられた上記植物育成情報に基づ
いて上記制御ユニットにより上記制御機器及び上記センサー類を使用して上記育成用閉空
間内の環境を制御して、上記育成植物を育成し、上記育成用閉空間内の環境の情報と育成
植物の成育状態を結果情報として制御ユニットからインターネットを介して上記事業者側
のサーバーへ伝達し、結果情報から事業者側で分類解析するとともに分類解析で得られた
情報から、上記植物育成情報の更新情報を得て該更新情報を、事業者側のサーバーから顧
客側の制御ユニットにインターネットを通じて伝達することを特徴とする植物育成制御シ
ステム。



【０００３】
　野菜や花卉類は古くから人類によって栽培されており、その栽培方法は年代と共に様々
に変化してきている。古くは、植物の育成の手助けをするというもので、土地の選定、周
りの雑草の処理や害虫の処理、水管理などが主であった。
【０００４】
　現在はこれに積極的に植物の育成を促進するための、肥料の管理、温度管理、光管理な
どが加わり、広大な畑の作物からハウス栽培や一貫大量生産の植物工場へと移り変わって
きている。
【０００５】
　このハウス栽培や植物工場において生産される植物は、古くから栽培されその育成方法
や条件がある程度明らかになっているもので、更に上記生産方法に適した品種に限られて
きている。或いは品種改良などによって同生産方法に適した品種を作り出してきている。
【０００６】
　これに加え人間の欲求は、花卉類であれば「もっと色合いの良いもの、形の良いもの、
珍しいもの等」、野菜であれば「もっと美味しいもの、大きいもの、収穫量の多いもの等
」と、現状に満足することなく次々と現れてくる。
【０００７】
　これらを満足させていくため、更に新しい品種改良を進めたり、新しい育成方法を開発
したりする必要性がでてきている。しかしながらこれらの開発に当たっては、多数のサン
プルと広大な土地、精密な制御管理技術、更に長い期間が必要であり、コスト負担は多大
なものがある。このためこれを行っているのは、各地の農業試験所や大学の研究機関など
の非営利機関が主であり、営利目的である民間では非常に限られた分野でしか行われてい
ないのが実情である。また上記農業試験所や大学においても、学術的に興味のあるテーマ
があっても、差し当たっての注目性のあるもの、社会貢献度の大きいもの、速効性のある
ものから行うこととなり、実際の開発は同様に限られた分野や限られた方式が対象となっ
ている。
【０００８】
　一方、農業分野における大量生産（高効率生産）や高付加価値生産の手段は、品種改良
などによる植物の種子レベルでの情報操作と、育成段階での様々な環境条件制御である。
【０００９】
　前者は、交配技術や遺伝子組み替えなどの高度な技術分野として確立され、現在も新種
の植物がどんどん生み出されている。
【００１０】
　後者は、気温・地温・湿度・水分量・炭酸ガス濃度・光の強さ・光の波長・光のリズム
などを機械的に制御し自然界で起こるマイナスの育成条件を省き、安定的な育成栽培を行
うものである。
【００１１】
　これはハウス栽培や植物工場などで、特定の作物や花卉類において絞り込んだ条件のも
とで行われており、研究室で準備された育成条件をもとに、各育成条件を電気的に制御で
きるようにし、更にインターネット等を介し遠隔地から集中的に制御する方式も試みられ
つつある。
【００１２】
　ところで、前述のマイナスの育成条件の中には、病気や害虫による育成阻害要因もある
。また土壌条件については、連作による成育障害や肥料不足などの問題もある。
【００１３】
　これらの問題を解決するために化学肥料や農薬が研究開発され、近代農業においては不
可欠な存在となってきている。
【００１４】
　しかしながら大量且つ長期に亘る化学肥料や農薬の使用は、その周辺の自然環境の破壊
を招いてきただけでなく、アレルギーなどの人体への影響も指摘されるようになり、消費
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者も無農薬や有機栽培といったものに興味を示すようになり、日々その重要性は高まって
きている。
【００１５】
　他方、上記の農業としての植物育成栽培以外に、家庭に於ける植物育成栽培があり、ガ
ーデニングやキッチンガーデン（家庭菜園）を楽しむ人が年々増加しているが、その目的
も多様で、植物の配置や種類などアートとして楽しむもの、できた作物を楽しむもの、そ
の過程の育成や日々の世話を楽しむもの、珍しい種類や形を育てて楽しむもの、その他様
々である。
【００１６】
　その際の育成条件としては、天候などの自然環境の変化や病害虫の問題などがあるが、
これらをクリアするためのマニュアルや薬品類及び各種園芸グッズが広く使われている。
これらは、上記農業試験所や各種研究機関及び園芸メーカーなどが研究開発してきた結果
をもとに、主として普通の植物を普通に育成することを目的として作られている。
【００１７】
　ところで、前述の植物工場等には大規模な植物育成装置がシステムとして配置され、育
成制御も特定の分野では積極的に行われている。家庭用の小規模な植物育成装置は僅かな
がら存在するものの、その方式は水耕栽培の形式で、制御に関しても水耕部分の制御と照
明制御ぐらいで、後は植物自体の潜在的な能力に任せるというものである。植物育成装置
として自然界の環境から切り離した場合、少なくともその自然界と同様の条件で制御する
ためには、多岐に亘る細かな制御が必要であり、マニュアル操作のみで長期間に亘って制
御を続けるのは困難と考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　一方植物の持つ多様性の解明、植物の持つ多様性の研究は、一部の限られた作物や花卉
類しか進んでおらず、その他大多数の植物の研究は時間やコストの面から困難な状況にあ
る。
【００１９】
　このまま偏った品種のみの育成やその研究が進むことは、他の大多数の種の存続にも影
響を与え、将来的な自然環境の変移によって致命的な問題を引き起こすことが予想されて
いる。
【００２０】
　また突発的な自然環境の変化に対しても存続し得る植物は必ず存在するものであるが、
これらの研究がなされず、そればかりか現在の大量生産に都合のいい作物のみを生産し、
その他の多様な遺伝子情報を持つ作物を生産しないことは、その種の絶滅をも意味する。
将来的な自然環境の変化に対しても、人類が安定的に植物からの恩恵を受けていくために
は、様々な植物の持つ様々な環境適応性などを研究し、植物の持つ多様性を解明していく
ことが必要である。
【００２１】
　また植物制御技術品種改良などによる植物の種子レベルでの情報操作の方法の一つとし
て遺伝子組み替え技術があるが、これは生産性の向上を主目的としているため、耐薬品性
や耐虫性に特化している傾向にある。このため長期的な人体への影響が懸念されるように
なってきている。また、ハウス栽培や植物工場などで環境制御され栽培されているものも
あるが、その植物も、それに対する制御因子も特定のものに限られている。植物によって
は影響する制御因子やそのレベルが様々であり、現在の植物に対する環境制御技術はまだ
まだ十分とは言えない。
【００２２】
　更に大量・長期に亘る化学肥料・農薬の使用は、その周辺の自然環境の破壊を招いてき
ただけでなく、アレルギーなどの人体への影響も指摘されるようになり、消費者も無農薬
や有機栽培といったものに興味を示すようになり、日々その重要性は高まってきている。
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またこのような薬品類の使用は、土壌そのものの薬品依存率をも高め、更に強い薬品の開
発へと悪循環を繰り返すこととなる。そしてこれは将来的にこの循環が飽和したとき、急
激な生産性の低下なとが懸念されてきている。
【００２３】
　本発明は、上述の点に鑑みて為されたもので、その目的とするところは様々な植物の持
つ多様性の解明や、研究を安価に短い期間で行うことが可能な植物育成情報の取得方法、
植物育成制御システム及び植物育成事業の支援方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上述の目的を達成するために、請求項１の発明では、育成植物を植え付けるベース部を
備えた育成用閉空間を有する植物育成装置と、該植物育成装置に隣接又は内包するように
配設され、上記育成用閉空間内の環境を含めた植物育成に要する育成要素の制御を行う制
御機器及び上記育成用閉空間内の環境状態を検知するセンサー類と、上記制御機器の制御
情報や上記センサー類で検知した環境の情報を統合する制御ユニットとを顧客側に備え、
インターネットを通じて上記制御ユニットとの間で情報の授受を行うサーバーを事業者側
に備え、事業者側の上記サーバーから上記インターネットを通じて上記制御ユニットへ植
物育成情報を与える第１のステップと、与えられた上記植物育成情報に基づいて上記制御
ユニットにより上記制御機器及び上記センサー類を使用して上記育成用閉空間内の環境を
制御して、上記育成植物を育成する第２のステップと、上記育成用閉空間内の環境の情報
と育成植物の成育状態を結果情報として制御ユニットからインターネットを介して上記事
業者側のサーバーへ伝達する第３のステップと、結果情報から事業者側で分類解析する第
４のステップ

ことを特徴
とする。
【００２５】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、上記第１のステップから上記第 のス
テップをサイクリックに繰り返すことを特徴とする。
【００２６】
　請求項３の発明では、請求項１又は２の発明において、上記第１のステップに、使用す
る上記植物育成情報を顧客側がカスタマイズ化する過程を含めていることを特徴とする。
【００２７】
　請求項４の発明では、請求項１乃至３の発明において、上記植物育成情報では、植物育
成過程を、上記育成用閉空間内の環境条件や上記制御機器の制御条件を成長の時系列上に
配置して示すことを特徴とする。
【００２８】
　請求項５の発明では、請求項１乃至３の発明において、上記育成用閉空間内の環境の情
報及び制御機器の制御情報から少なくともなる個別情報を、植物育成の一機会毎或いは統
計処理の代表情報として、制御ユニットヘの入力情報となる目的化された上記育成用閉空
間の環境情報と、該環境情報より算出されて各制御機器を制御する制御情報と、制御され
た結果として各センサー類により検知される上記育成用閉空間の環境の情報とで構成した
ことを特徴とする。
【００２９】
　請求項６の発明では、請求項５の発明において、複数の上記各個別情報を基に、対象と
する育成植物、環境条件、制御条件等の育成要素と、育成結果を限定し、要因に対する育
成結果のばらつき分布、有意差を数値化することを特徴とする。
【００３０】
　請求項７の発明では、請求項６の発明において、上記育成対象植物毎に上記育成要素と
、上記育成結果をマトリクスに配置して、育成要素と育成結果の必要十分な組み合わせで
ある第１の情報と、それ以外の実情報及び要因の相互効果と複合効果とを対象とした第２
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と、該第４のステップでの分類解析で得られた情報から、上記植物育成情報
の更新情報を得る第５のステップとからなり、該第５のステップで得た更新情報を、事業
者側のサーバーから顧客側の制御ユニットにインターネットを通じて伝達する

５



の情報とを持つ統計情報を事業者側で生成することを特徴とする。
【００３１】
　請求項８の発明では、

ことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００４０】
　請求項１の発明は、育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有する植物
育成装置と、該植物育成装置に隣接又は内包するように配設され、上記育成用閉空間内の
環境を含めた植物育成に要する育成要素の制御を行う制御機器及び上記育成用閉空間内の
環境状態を検知するセンサー類と、上記制御機器の制御情報や上記センサー類で検知した
環境の情報を統合する制御ユニットとを顧客側に備え、インターネットを通じて上記制御
ユニットとの間で情報の授受を行うサーバーを事業者側に備え、事業者側の上記サーバー
から上記インターネットを通じて上記制御ユニットへ植物育成情報を与える第１のステッ
プと、与えられた上記植物育成情報に基づいて上記制御ユニットにより上記制御機器及び
上記センサー類を使用して上記育成用閉空間内の環境を制御して、上記育成植物を育成す
る第２のステップと、上記育成用閉空間内の環境の情報と育成植物の成育状態を結果情報
として制御ユニットからインターネットを介して上記事業者側のサーバーへ伝達する第３
のステップと、結果情報から事業者側で分類解析する第４のステップ

ので、顧客側で事業者側から提供される植物
育成情報に基づいて植物育成装置の育成用閉空間内で植物育成ができ、しかも事業者側で
は顧客側の植物育成に基づいた結果情報により様々な植物の持つ多様性の解明研究が、安
価に短い期間で可能となり、結果植物研究の分野で飛躍的な進歩を促すことができるとい
う効果がある。
【００４１】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、上記第１のステップから上記第 のステ
ップをサイクリックに繰り返すので、植物育成情報の正確さを増すことができるとともに
、詳細なカテゴリー毎の分類も可能となる。
【００４２】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、上記第１のステップに、使用する
上記植物育成情報を顧客側がカスタマイズ化する過程を含めているので、顧客側で育成途
中であっても自由に育成のパターンを変更することが可能となり、顧客側で自分なりの発
見から新しい育成方法を見つけだすという楽しみを得ることもできる。
【００４３】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れかの発明において、上記植物育成情報では、
植物育成過程を、上記育成用閉空間内の環境条件や上記制御機器の制御条件を成長の時系
列上に配置して示すので、育成制御の相互関係を判りやすくすることができる。
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育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有する植
物育成装置と、該植物育成装置に隣接又は内包するように配設され、上記育成用閉空間内
の環境を含めた植物育成に要する育成要素の制御を行う制御機器及び上記育成用閉空間内
の環境状態を検知するセンサー類と、上記制御機器の制御情報や上記センサー類で検知し
た環境の情報を統合する制御ユニットとを顧客側に備え、インターネットを通じて上記制
御ユニットとの間で情報の授受を行うサーバーを事業者側に備え、事業者側の上記サーバ
ーから上記インターネットを通じて上記制御ユニットへ植物育成情報を与え、与えられた
上記植物育成情報に基づいて上記制御ユニットにより上記制御機器及び上記センサー類を
使用して上記育成用閉空間内の環境を制御して、上記育成植物を育成し、上記育成用閉空
間内の環境の情報と育成植物の成育状態を結果情報として制御ユニットからインターネッ
トを介して上記事業者側のサーバーへ伝達し、結果情報から事業者側で分類解析するとと
もに分類解析で得られた情報から、上記植物育成情報の更新情報を得て該更新情報を、事
業者側のサーバーから顧客側の制御ユニットにインターネットを通じて伝達する

と、該第４のステッ
プでの分類解析で得られた情報から、上記植物育成情報の更新情報を得る第５のステップ
とからなり、該第５のステップで得た更新情報を、事業者側のサーバーから顧客側の制御
ユニットにインターネットを通じて伝達する

５



【００４４】
　請求項５の発明は、請求項１乃至３の何れかの発明において、上記育成用閉空間内の環
境の情報及び制御機器の制御情報から少なくともなる個別情報を、植物育成の一機会毎或
いは統計情報の代表として、制御ユニットヘの入力情報となる目的化された上記育成用閉
空間の環境情報と、該環境情報より算出されて各制御機器を制御する制御情報と、制御さ
れた結果として各センサー類により検知される上記育成用閉空間の環境の情報とで構成し
たので、また請求項６の発明は、請求項５の発明において、複数の上記各個別情報を基に
、対象とする育成植物、環境条件、制御条件等の育成要素と、育成結果を限定し、要因に
対する育成結果のばらつき分布、有意差を数値化するので、これにより環境条件や制御条
件に基づいて予測を立てることが可能とする。
【００４５】
　請求項７の発明は、請求項６の発明において、上記育成対象植物毎に上記育成要素と、
上記育成結果をマトリクスに配置して、育成要素と育成結果の必要十分な組み合わせであ
る第１の情報と、それ以外の実情報及び要因の相互効果と複合効果とを対象とした第２の
情報とを持つ統計情報を事業者側で生成するので、植物の育成条件と、育成結果の予測を
様々な組み合わせで予測することが可能となる。
【００４６】
　請求項８の発明は、

【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下本発明を実施形態により詳説する。
【００５６】
　図１は本発明を実現した植物育成制御システムの実施形態の構成を示しており、該植物
育成制御システムは、顧客Ａ側には、様々な植物を育成するための植物育成装置１が屋内
或いは屋外に設置される。
【００５７】
　植物育成装置１は、育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有するとと
もに、該育成用閉空間の様々な環境条件を制御するための制御機器類と環境状態を検知す
るセンサー類を有し、また植物育成装置１に隣接（或いは内包）された制御ユニット２に
接続される。
【００５８】
　制御ユニット２は、外部情報用の入出力部（入出力用ポート）を有し、直接、或いはパ
ソコン３ａ，家庭用ゲーム機３ｂ，携帯電話３ｃなどの汎用通信機器３を通じてインター
ネットＩＮＴに接続される。
【００５９】
　一方事業者Ｂ側では、インターネットＩＮＴに接続されたサーバー４を有し、複数の顧
客Ａとの間で様々な育成情報のやり取りを行うと共に、自動或いは事業者Ｂ側のコンピュ

10

20

30

40

50

(7) JP 3870967 B2 2007.1.24

育成植物を植え付けるベース部を備えた育成用閉空間を有する植物
育成装置と、該植物育成装置に隣接又は内包するように配設され、上記育成用閉空間内の
環境を含めた植物育成に要する育成要素の制御を行う制御機器及び上記育成用閉空間内の
環境状態を検知するセンサー類と、上記制御機器の制御情報や上記センサー類で検知した
環境の情報を統合する制御ユニットとを顧客側に備え、インターネットを通じて上記制御
ユニットとの間で情報の授受を行うサーバーを事業者側に備え、事業者側の上記サーバー
から上記インターネットを通じて上記制御ユニットへ植物育成情報を与え、与えられた上
記植物育成情報に基づいて上記制御ユニットにより上記制御機器及び上記センサー類を使
用して上記育成用閉空間内の環境を制御して、上記育成植物を育成し、上記育成用閉空間
内の環境の情報と育成植物の成育状態を結果情報として制御ユニットからインターネット
を介して上記事業者側のサーバーへ伝達し、結果情報から事業者側で分類解析するととも
に分類解析で得られた情報から、上記植物育成情報の更新情報を得て該更新情報を、事業
者側のサーバーから顧客側の制御ユニットにインターネットを通じて伝達するので、請求
項１の発明の方法を用いたシステムを実現できる。



ータ５の操作によってその育成情報の加工を行い新たな育成情報とすることができるよう
になっている。
【００６０】
　ここで栽培する植物の目的に合わせた多様な植物育成の情報を得る本発明方法を図２に
示す基本的なフローチャートで説明する。
【００６１】
　このフローチャートの第１のステップとして、事業者Ｂ側は本システムを利用して可能
な各種植物のリスト並びに植物育成装置１やその他育成に必要な各種情報を、上記サーバ
ー４により構築したＷｅｂサーバー上のホームページを使って顧客Ａに提供（開示）する
。
【００６２】
　そして、顧客Ａはこれらの情報をもとに、育成する植物並びに育成方法を決め、植物育
成情報と種苗を事業者Ｂ側から入手すると共に、植物育成装置１がない場合は同時に植物
育成装置１及び制御ユニット２の購入或いはレンタル（有料貸与）契約を行う
　その後、事業者Ｂ側は顧客Ａの注文及び契約状況に従って、植物育成装置１、種苗、植
物育成情報（育成プログラム）・その他植物育成に必要とする用品（サプライ品）の発送
を行う。ここで植物育成情報は顧客Ａ側がインターネットＩＮＴを通じてダウンロードす
ることもできる。
【００６３】
　第２ステップとして、顧客Ａは植物育成装置１のセッティング並びに種苗の植え付けを
行い、場合によっては家庭内のパソコン３ａやゲーム機３ｂ或いは携帯電話３ｃなどの汎
用通信機器３との接続も行う。
【００６４】
　そして、事業者Ｂ側から提供された植物育成情報に従って、自動的に或いは手動操作に
て植物育成装置１に備わった環境制御用の制御機器に指令を出し、実際の植物育成栽培を
開始する。
【００６５】
　また同時に、必要となってくる肥料その他のサプライ品を随時入手（購入・サービス）
する。
【００６６】
　第３のステップとして、育成終了までの間制御したときの制御機器の動作状態及びセン
サー類で検知する植物育成装置１の育成用閉空間の環境の情報を育成制御状況の情報とし
てサーバー４側へ自動送信させ、事業者Ｂ側でこれら情報をモニターする。そして育成が
終了すると顧客Ａが手動入力する直接育成状態の情報や自動的に取り込まれる制御情報を
結果情報として、インターネットＩＮＴを介して事業者Ｂ側に伝達する。
【００６７】
　第４のステップとして、第３のステップで得られた結果情報を事業者Ｂ側のサーバー４
で受けて蓄積すると共に、自動或いは手動でカテゴリー毎に分類解析し、新たな植物育成
情報
【００６８】
　これら一連の流れの中で、顧客Ａは、殆ど手を加えることなく自動で育成することがで
き、逆に自由に手を加えて自分なりの植物育成を楽しむこともできる。何れにしても実際
に制御された育成結果の情報が事業者Ｂ側に伝わり、事業者Ｂ側はこの結果情報をもとに
、また複数の顧客Ａからの結果情報をもとに、カテゴリー毎に統計的に様々な環境要因に
対する育成結果の状況をデータとして掴んでいくことができる。
【００６９】
　また 上記第１乃至第 のステップによって得られた正確さを増した
新たな植物育成情報（育成プログラム）を

上記の第１乃至第 のステップをサイクリックに実行
することに 物育成情報は更に正確さを増すことができ、また詳細なカテゴリー毎
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を作成する。

図３に示すように、 ４
、再び顧客Ａ側に更新された植物育成情報とし

て提供する第５のステップを設け、 ５
より、植



の分類も可能となってくる
【００７０】
　更に図４に示すように、顧客Ａ側は事業者Ｂ側で順次分類解析される植物育成の情報を
ヒントに、家庭内のパソコン３ａやゲーム機３ｂ或いは携帯電話３ｃなど汎用通信機器３
を利用し、自由に植物育成情報（育成プログラム）をカスタマイズするステップを設ける
ことができる。
【００７１】
　前者の例として、事業者Ｂ側から植物育成情報（育成プログラム）を提供し（ダウンロ
ード又はＣＤ－ＲＯＭにて）、顧客Ａは家庭内のパソコン３ａにて操作する。
【００７２】
　後者の例として、顧客Ａは携帯電話３ｃにて事業者Ｂ側の提供する専用ホームページに
アクセスし、インターネットＩＮＴ上でカスタマイズを行う。
【００７３】
　これによって顧客Ａ側は、育成の途中であっても自由に育成パターンを変更することが
でき、自分なりの発見の中から新しい育成方法を見つけ出すという楽しみを得ることもで
きる。このようにして得られた様々な植物の様々な育成の情報は、事業者Ｂ側で更に細か
く分類解析され蓄積される。
【００７４】
　そして、より確度の高い植物育成の情報として、また特殊な育成目的用の情報として、
事業者Ｂは、植物工場やその他の農業関連法人、事業団体及び一般ユーザーへ有償で提供
することもできる。
【００７５】
　一般顧客としては、一般家庭、オフィス観葉植物提供業者、介護施設、病院等があり、
また専業顧客としては、農業関連法人や、野菜果物、花卉類を育成する植物工場、ハウス
栽培を行う一般農場、農業プラント業者、農場試験所・大学等の研究機関があり、前者を
第１ユーザーＵ１、後者を第２ユーザーＵ２とすると、事業者ＢとこれらユーザーＵ１，
Ｕ２の関係は図５のようになり、事業者Ｂは第１ユーザーＵ１に対しては会員契約を、第
２ユーザーＵ２に対しては情報売買契約を結ぶ。
【００７６】
　図６は、第１ユーザーＵ１と、事業者Ｂとの間の流れを示しており、事業者Ｂから第１
ユーザーＵ１に対して、植物育成装置１を含む、機器の販売・レンタル（１）を行うとと
もに、オプション・サプライ品の販売（２）、基本の植物育成情報（育成プログラム）の
提供（３）を行い、第１ユーザーＵ１からは制御の結果情報（４）・育成の結果情報（５
）を事業者Ｂ側へ送る。事業者Ｂは上記第１ユーザーＵ１以外に他の第１ユーザーへの個
人データ販売（６）をも行う。
【００７７】
　図７は、第２ユーザーＵ２から事業者Ｂが情報の提供を受ける場合を示しており、第１
ユーザーＵ１と事業者Ｂとの間は図６の場合と同様に、事業者Ｂから第１ユーザーＵ１に
対して、植物育成装置１を含む、機器の販売・レンタル（１）を行うとともに、オプショ
ン品やサプライ品の販売（２）、基本の育成情報の提供（４）を行い、第１ユーザーＵ１
からは制御の結果情報（５）、育成の結果情報（６）を事業者Ｂ側へ送る。事業者Ｂと第
２ユーザーＵ２との間では、第２ユーザーＵ２から事業者Ｂは第１ユーザーＵ１に提供（
４）する基本育成情報の提供（３）を受け、事業者Ｂは第２ユーザーＵ２に対して第１ユ
ーザーＵ１から提供（６）を受けた育成結果の情報を提供する（７）。
【００７８】
　上記のような本発明の植物育成事業における支援方法の処理過程を図８乃至図１０に示
す。
【００７９】
　図８（ａ）は事業者Ｂと第１ユーザーＵ１との間で新規契約を結び、第１ユーザーＵ１
が育成を開始するまでの流れを示しており、第１のステップＳ１では、事業者Ｂは汎用の
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公開提示手段であるサーバー４上に構築したインターネットＩＮＴのホームページ上に事
業内容を提示する。
【００８０】
　この提示内容は植物の種類、植物育成装置１の種類、育成方法（手動による育成方法・
自動による育成方法・顧客側によるカスタマイズされた育成方法）、当事業者Ｂが主宰す
る植物育成の会の入会方法、サポート情報（育成のための用品（サプライ品）情報を含む
）、育成に用いるオプション品の情報、会費・購入費の情報、契約内容等である。
【００８１】
　第２のステップＳ２では上記ホームページをＷＷＷブラウザによって閲覧し、入会を希
望する第１ユーザーＵ１は、ホームページ上から入会の手続きを行う。
【００８２】
　この手続きでは、制御機器、制御ユニット２を含む植物育成装置１の購入又はレンタル
の選定、更に最初の育成植物の選定、植物育成装置１の種類（タイプ）の選定、またオプ
ション品の追加等の選定を第１ユーザーＵ１が行い、更に入会の契約手続きを行う。
【００８３】
　このようにしてホームページを通じて事業者Ｂと第１ユーザーＵ１との間で契約が終了
すると、第３のステップＳ３において、事業者Ｂは当該第１ユーザーＵ１に対してサービ
スを開始する。
【００８４】
　このステップＳ３では、事業者Ｂは、選定された内容に基づいて植物育成装置１の第１
ユーザーＵ１への発送、オプション品やサプライ品の発送、育成対象の植物の種苗の発送
、育成ソフト（育成制御のための植物育成情報たる育成プログラム）の発送（文書やＣＤ
ＲＯＭの郵送又はインターネットを通じた配信等）を行う。
【００８５】
　これら発送に対応して第１ユーザーＵ１では、第４のステップＳ４で植物育成装置１の
セッティングを行う。
【００８６】
　つまり第１ユーザーＵ１はこのステップＳ４において、植物育成装置１や制御ユニット
２などの部材組み立て設置、家庭内のネットや携帯電話３ｃ等の通信機器３への接続、育
成プログラムの設定、植物育成装置１への種苗植え付け、サプライ品、オプション品の使
用開始等を経て育成を開始するのである。
【００８７】
　図８（ａ）は事業者Ｂと第１ユーザーＵ１とが新規契約を結ぶとともに、第１ユーザー
Ｕ１が育成を開始するまでの流れを示しているが、第１ユーザーＵ１が既に事業者Ｂと契
約を結んでいて、新たな植物を追加育成したい場合には、事業者Ｂと当該第１ユーザーＵ
１との間は図８（ｂ）に示すようなやり取りが行われる。
【００８８】
　まず第１のステップＳ１’で第１ユーザーＵ１が事業者Ｂのホームページ上で育成する
植物を選定する。この場合育成する植物の選定の他に、オプション品の追加検討、契約更
新等も行う。
【００８９】
　事業者Ｂはホームページ上から第１ユーザーＵ１より追加契約があって追加する植物選
定があると、第２のステップＳ２’で第１ユーザーＵ１にサービスを開始し、事業者Ｂは
、上記の選定された内容に基づいてオプション品の発送、育成対象の植物の種苗の発送、
育成ソフト（育成制御のための育成プログラムを）の発送（文書やＣＤＲＯＭの郵送又は
インターネットを通じた配信等）を行う。
【００９０】
　これら発送に対応して第１ユーザーＵ１では、第３のステップＳ３’で植物育成装置１
のセッティングを行う。
【００９１】
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　つまり第１ユーザーＵ１はこのステップＳ３’において、植物育成装置１や制御ユニッ
ト２などの更新清掃を行い、新たな育成プログラムの設定、植物育成装置１への種苗植え
付け、サプライ品（オプション品）の使用開始等を経て育成を開始するのである。
【００９２】
　以上図８（ａ）（ｂ）は事業者Ｂと第１ユーザーＵ１との間の契約（追加契約）から植
物育成までの流れを示しているが、植物育成中における事業者Ｂと第１ユーザーＵ１との
間の流れを図９（ａ）に示す。
【００９３】
　まず図９（ａ）の第１のステップＳ５では第１ユーザーＵ１が植物育成を実践する。こ
の実践では、制御ユニット２，制御機器による自動育成や、ユーザー自身によるサプライ
品の使用、施肥、給水等の手動育成を行う育成実践の他に、育成データ（環境検知情報を
含む育成制御状況）や植物の成育状況などの育成情報を環境検知用のセンサーによる自動
収集や第１ユーザーＵ１による手動入力などによってインターネットＮＴを通じて事業者
Ｂへ自動又は手動発信する過程がある。
【００９４】
　第２のステップＳ６では、第１ユーザーＵ１から発信され育成情報を基に、第１ユーザ
ーＵ１へ育成サポートをインターネットＮＴを通じて行う。つまり制御情報や成育状況に
よって、植物育成状況の診断を行って、診断結果に基づいて例えばＥメールによって第１
ユーザーＵ１に対してアドバイスを与える。また第１のユーザーＵ１に対して必要に応じ
てオプション品の発送を行う。
【００９５】
　このアドバイスを受けた第１ユーザーＵ１は第３のステップＳ７において、アドバイス
内容に基づいて育成方法を修正する。この場合手動による育成修正や、制御ユニット２や
制御機器の制御条件の修正を行う。
【００９６】
　一方事業者Ｂは入手した上述の植物育成情報や成育状況の情報（育成経過情報）に基づ
いて育成経過の状況把握、植物育成情報の蓄積を第４のステップ８で行う。
【００９７】
　以上のステップ５～８はサイクリックに育成終了まで繰り返される。
【００９８】
　第１ユーザーＵ１が事業者Ｂに育成終了を例えばインターネットＮＴを通じて報告する
と、事業者Ｂは第５のステップ９で、サーバー４などに設けた経過報告データベース等に
育成終了報告を記入して、当該第１ユーザーＵ１との契約（追加契約）解除処理を行う。
この育成終了時には第１ユーザーＵ１から育成の結果情報が手動や自動により送られてく
る。
【００９９】
　この育成の結果情報は、事業者Ｂによって図９（ｂ）に示す流れに沿って加工され、専
業顧客である第２ユーザーＵ２への育成情報の販売等第２ユーザーＵ２対象の事業が展開
される。
【０１００】
　この図９（ｂ）の第１のステップＳ１０では事業者Ｂが第１ユーザーＵ１からの育成結
果情報を分類し、育成個別情報としてホームページに掲載し、他の第１ユーザーＵ１の植
物育成及び植物育成選定の参考となる情報を提供する。
【０１０１】
　そして第２のステップＳ１１では、事業者Ｂが複数の第１ユーザーＵ１から育成結果情
報をカテゴリー別に分類して、統計情報としてまとめ、ホームページに掲載する。この場
合重要なものについては詳細な掲載はしない。これにより他の第１ユーザーＵ１の植物育
成及び植物育成選定の参考となる情報の提供ができるとともに、各植物毎の固有の育成条
件を明らかにすることができる。
【０１０２】
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　また第３のステップＳ１２では、事業者Ｂが第２ユーザーＵ２にサービスを開始する。
つまり重要な育成統計情報についてホームページ上で項目紹介を行い、情報販売の告知を
行う。
【０１０３】
　そして次の第４のステップＳ１３では、事業者Ｂと告知を見た第２ユーザーＵ２との間
でホームページ上で情報販売と契約を結ぶを行う処理を行う。
【０１０４】
　上記図９（ｂ）は第１ユーザーＵ１が行った植物育成の育成の結果情報を分類解析した
情報を第２ユーザーＵ２へ販売提供する場合であったが、第２ユーザーＵ２に対して育成
情報の作成請負を行う場合についての流れを図１０に示す。
【０１０５】
　この場合、図１０の第１のステップＳ１４で事業者Ｂはホームページ上で育成情報の作
成請負のできることを告知する。
【０１０６】
　この告知を見た第２ユーザーＵ２はホームページ上で事業者Ｂと契約を交わす（第２の
ステップＳ１５）。この場合の第２ユーザーＵ２は、新商品の育成情報作成や、限られた
育成条件下での生産性の向上などのための多量の育成情報を必要とするユーザーが対象と
なり、契約時にデータ量、期間、費用等の条件を制定する。
【０１０７】
　このように第２ユーザーＵ２との間で契約を結んだ事業者Ｂは第３のステップ１６にお
いて、ホームページを通じて、第１ユーザーＵ１を対象として委託育成（請負育成）の情
報を発信する。この情報としては、育成する植物、育成条件の固定内容、契約金などがあ
る。
【０１０８】
　このホームページの情報を見て委託育成を請け負うことを希望する第１ユーザーＵ１は
第４のステップＳ１７においてホームページ上で事業者Ｂとの契約を結ぶ。この場合契約
では、育成する植物の情報、育成条件の固定内容、契約金等を決める。
【０１０９】
　そしてこれに基づいて図８（ａ）のステップＳ３或いは図８（ｂ）のステップＳ２’と
同様に、事業者Ｂから第１ユーザーＵ１に植物育成装置１，オプション品、種苗、育成ソ
フトを発送し、この発送に対応して第１ユーザーＵ１は図８（ａ）のステップＳ４或いは
図８（ｂ）のステップＳ３’を実行し、図９（ａ）に示す植物育成を実践する。これによ
り事業者Ｂは育成状況の把握、植物育成結果情報を入手などを経て、図９（ｂ）に示す場
合と同様に植物育成結果の分類解析を行って情報を加工する（第５のステップＳ１８）。
尚ステップＳ１８でのＡ，Ｂは図８（ａ）（ｂ）の過程を示し、またＣ，Ｄは図９（ａ）
（ｂ）の過程を示す。
【０１１０】
　この加工後、事業者Ｂは契約に従って加工ができあがった情報を契約に基づいて対応す
る第２ユーザーＵ２に引き渡す（第６のステップＳ１９）。
【０１１１】
　このようにして事業者Ｂではサーバー４において構築されるホームページにって支援さ
れることで、第１ユーザーＵ１との間で第１ユーザーＵ１が希望する植物の育成のための
事業展開を行え、また第１ユーザーＵ１の植物育成結果情報を収集して分類解析し、加工
した情報を専業者である第２ユーザーＵ２に販売する事業も展開する。また更に第２ユー
ザーＵ２のための育成情報の作成を委託する事業展開を行えるのである。
【０１１２】
　さて上記の事業展開において事業者Ｂから第１ユーザーＵ１である顧客Ａに販売或いは
レンタルされる植物育成装置１の例を図１１及び図１２に示す。
【０１１３】
　植物育成装置１は、実際に育成植物Ｘを育成する育成用閉空間を構成する構造体からな
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り、その一部はガラス或いはアクリルなどの透明なカバー１０によって構成され、育成状
態の観察や観葉の機能を有する。
【０１１４】
　植物育成装置１の育成用閉空間を内部に設ける構造体は、上記カバー１０と、底部１１
と、天井部１２と、装置本体１３との４つのブロックに分かれており、底部１１は上面開
口の凹平面１１ａを持つ扁平箱状に形成され、育成植物Ｘが植え付けられ、該育成植物Ｘ
の根を張る部分であるベース部１５を設けてある。このベース部１５としては、土耕又は
水耕などの用途に合わせたタイプが準備提供される。
【０１１５】
　また装置本体１３は、底部１１の一端の外側面に内側面下部を沿うように底部１１の一
端部に立設され、内側面下部に突出させている給水口部１６を、底部１１の一端部側壁に
形成した孔１７に貫挿させて凹平面１１ａ内に臨ませ、凹平面１１ａ上のベース１５に給
水することができるようになっている。
【０１１６】
　上記カバー１０は水平断面形状がコ字状で、その両側片の端部を装置本体１３の内側面
の両側に当接するようにしてベース１５上に配設し、このカバー１０と装置本体１３とで
育成用閉空間の四方の周壁を構成している。
【０１１７】
　カバー１０は上述したようにベース１５に植え付けた育成植物Ｘの育成状態の観察や観
葉のための観察窓を兼ねるもので、通気孔１８を図示するように穿設してある。
【０１１８】
　天井部１２はカバー１０及び装置本体１３で構成される四方の周壁で囲まれる空間の天
井部に被着される。
【０１１９】
　而して育成用閉空間はカバー１０，底部１１，天井部１２、装置本体１３とで囲まれた
内部空間により構成される。
【０１２０】
　さて上記天井部１２には、育成植物Ｘの種類や育成方式に合わせて、植物育成用照明ラ
ンプ１９が設けられ、また制御機器としてベース１５と凹平面１１ａとの間にベース用ヒ
ーター１４を配設したり、或いは空調用として装置本体１３内に空調機を、また植物育成
用照明ランプ１９を調光するための調光器、更に制御機器を時間制御するためのタイムス
イッチ、上記の給水口部１６を用いたて自動給水或いは施肥を行うための自動給水器や肥
料供給装置、更に気流制御用のファン等の制御機器が育成する植物や育成方式に応じてセ
ットされる。
【０１２１】
　図１２では制御機器として、ファン／ヒーター装置２０が装置本体１３内にセットされ
ており、装置本体１３の側面にはファン／ヒーター装置２０のために外気を取り込むため
の通気孔２１を穿設するとともに、内側面には送風用孔２２を穿設してある。
【０１２２】
　また、育成用閉空間内の環境状態を検知するためセンサーとして、ベース温度センサー
（土壌用、水中用）、温度センサー、湿度センサー、照度センサー、水分量センサー、炭
酸ガスセンサーなどの環境検知用のセンサーが育成植物Ｘの種類や育成方式に併せてセッ
トされる。
【０１２３】
　図１２の場合には、ベース用温度センサー２３をベース１５に対応して配設され、また
装置本体１３内に育成用閉空間内の温度及び湿度を検知するための温度／湿度センサー２
４を内蔵してあり、この温度／湿度センサー２２に対応して装置本体１３の前面側に通気
孔２５を穿設してある。
【０１２４】
　また装置本体１３内には制御機器、例えば図１２の場合であれば、ベース用ヒーター１
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４、ファン／ヒーター装置２０、植物育成用照明ランプ１９等の制御機器に対する動作指
令を送るとともに、その動作状態を示す情報の受信を行う機能を備え、また育成用閉空間
内（場合によっては装置外も含む）の環境状態検知用のセンサー、例えばベース用温度セ
ンサー２３，温度／湿度センサー２４等のセンサーと接続され、これらセンサー２３，２
４からの環境の情報を受け取る機能を備えている制御ユニット２を設けてある。勿論制御
ユニット２は装置本体１３外に設けても良い。
【０１２５】
　本実施形態の制御ユニット２は、図１０に示すようにパソコン３ａ又はゲーム機３ｂ又
は携帯電話３ｃ等の汎用通信機器３を介して或いは直接インターネットＩＮＴに接続され
る入／出力ポート３０と、事業者Ｂ側から基本となる植物育成情報を受け取り、それを各
制御機器への制御信号に変換し送出する機能を有する。
【０１２６】
　逆に植物育成装置１側の各制御機器Ｃからの動作状態信号及び環境検知用の各センサー
Ｄからの検知情報を、制御結果及び植物育成結果の情報に変換し、事業者Ｂ側へ送信する
機能を有する。
【０１２７】
　またセンサーＤからの検知情報が、意図した育成環境にならない場合もある。このため
、制御ユニット２は、制御機器を動作させる基となっている植物育成情報とセンサーが検
知する環境の情報を常に比較して、そのずれを算出し、その算出結果に基づいて再び制御
機器に制御信号として指令を出すフィードバック制御機能を有する。
【０１２８】
　尚本実施形態では、肥料や水の外部からの供給や、剪定、摘心などの直接的な操作は、
顧客Ａが行う。
【０１２９】
　ところで植物育成装置１の構造は、育成を目的とする植物の形態に併せて、図１４（ａ
）乃至（ｃ）に示すように、植物Ｘの草高や枝の広がり偏性などに合わせて円柱状や、背
高、更にはテーブルのような家具などと一体化したものも考えられ、図１１，図１２で示
す形状に限定されない。勿論これら図１４（ａ）乃至（ｃ）に示す植物育成装置１にも制
御機器や、環境状態を検知するセンサーが設けられ、制御ユニット２が内包或いは近傍に
設けられる。
【０１３０】
　さて本実施形態で取り扱う植物育成の情報には、表１に示すように、情報形態の違いで
、個別情報と統計情報とに区分けでき、また情報内容の違いで、ベーシック情報とアドバ
ンス情報に区分けできる。
【０１３１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
【０１３２】
　ここでベーシック情報とは、基本的な育成要因と育成結果に絞った植物育成の情報であ
り、各対象となる育成植物毎に必要データが限定されるものである。
【０１３３】
　アドバンス情報とは、上記ベーシック情報に加え、それ以外の生情報（実情報）と、要
因の相互効果及び要因の複合効果をも対象とした育成情報である。
【０１３４】
　尚要因の相互効果としては、育成気温を変えることによって光周性（明暗サイクル）の
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影響が異なってくる等の例が考えられる。また要因の複合効果としては、対象となる育成
植物の成長期と収穫期とで照明の明暗サイクルのパターンを変えることによって収穫量が
飛躍的に増加するなどの例が考えられる。
【０１３５】
　個別情報とは、各制御条件を成長の時系列上に配置し、育成状況、結果まで含んだ一過
性の情報で、統計処理を行う前の生情報、或いは統計処理後の代表情報であり、事業者Ｂ
側或いは顧客Ａのパソコンなどから制御ユニット２に入力される目的化された環境情報（
モデル化育成情報）と、制御ユニット２が各制御機器に対して制御信号に変換して送出す
るための制御情報と、制御ユニット２から事業者Ｂ側或いは顧客Ａのパソコン３ａなどへ
送出する育成結果の情報と、からなる。
【０１３６】
　モデル化育成情報の例を図１５に示す。各種育成制御項目毎に、時系列上（植え付けか
らの累積時間・日数でも良い）の変化を示し、更に同じ時系列で各制御条件を並べること
によって、育成制御の相互関係も判りやすくなっている。これは育成制御指示を行うため
の目的とする育成情報であって、必ずしも育成結果とは一致しない。
【０１３７】
　尚図示例は、植物育成情報としては照明点灯、使用照明ランプの種類、ベース温度、装
置内温度・湿度等を示しており、この場合照明点灯を、累積日数４０日目の前後において
点灯時間と消灯時間とを異ならせる制御を行うことを示し、またランプ種類を累積２５日
目，７０日目において変えることを示す。また育成用閉空間（気温）を累積４５日目前後
において変えることを示す。更にベース温度を一定に保持することを示す。更に装置内湿
度を７０日目で切り変えることを示す。
【０１３８】
　またこのモデル化育成情報は、事業者Ｂ側が各種試験機関からの情報をもとに作成する
場合、それに加えて顧客Ａからの育成の結果情報を基に作成する場合、及び顧客Ａ側が独
自に上記情報をカスタマイズして作成する場合がある。
【０１３９】
　次に制御情報の例を図１６に示す。この制御情報は、上記モデル化育成情報を基に作ら
れるもので、上記モデル化育成情報を目標とし、その手段として機器制御項目の欄が実際
の制御機器の制御情報となっている。
【０１４０】
　この図示例では、４０日目から４２日目における制御情報を示しており、照明ランプの
オン・オフのタイミング、ファン／ヒーター装置のヒーターのオン・オフのタイミング、
ベース用ヒーターのオン・オフのタイミング、自動給水装置の給水のオン・オフのタイミ
ング、ファン／ヒーター装置のファンのオン・オフのタイミングを示している。
【０１４１】
　また育成結果情報の例を図１７に示す。この図は形式上は、上記モデル化育成情報と同
じであるが、実際の情報が、制御機器の動作状況及びセンサーからの情報となる。このた
め主にアナログ的な情報となる。また、顧客Ａ側が直接行った何らかの操作や、植物Ｘ自
体への摘心などの操作結果もこの情報に含めることができる。
【０１４２】
　図示例では、照明ランプの点灯／消灯の時系列的な変化と、装置内温度（気温）の変化
と、ベース温度の変化と、装置内湿度の変化を示す。
【０１４３】
　ところで事業者Ｂでは、上記個別情報を複数個集め、統計的に処理して統計情報を作成
する。この統計情報として、対象となる育成植物、育成要素、育成結果を様々なカテゴリ
ー毎に限定し、それに対する結果のレベルを数値化、グラフ化する。
【０１４４】
　図１８に統計情報の実際例を示す。これは或る野菜の育成温度と収穫量の関係を示すも
ので、例えば気温２７度で育成するよりも３０度で育成することによって、２０日間の合
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計収穫量が総じて１．７倍になることを表している。またこれはばらつきも含んでおり、
個体差や他の条件によって必ずしもそのような結果にならないことも同時に表しているこ
とになる。
【０１４５】
　この統計情報は、或る野菜の、２０日間当たりの収穫量と気温２７度と３０度の違い、
という限定された条件での比較であり、他の条件でも必ず同様の傾向になるとは限らない
が、これを基に予測を立てることは可能である。自然界においては、或る特定の育成条件
と育成結果という関係は、上記統計情報として考えると、ほぼ正規分布に近い形になるも
のと考えられる。
【０１４６】
　そこで上述した植物育成装置１を使い、不要条件を省き、特定の育成条件を様々に変化
させることによって、図１９（ａ）～（ｆ）に示すような様々な分布状況を作り出すこと
が可能となる。
【０１４７】
　この図１９（ａ）～（ｆ）は植物育成条件を変化させることによる育成結果（統計情報
）の分布状況の変化のモデルを示しており、このときの育成条件としては無限に存在する
が、主な例として、気温、地温、湿度、気流条件、炭酸ガス濃度、水分、養分、照明の光
合成の光合成有効光量子束の透過率ＰＰＦ、照明暗闇、照明サイクル、Ｒ／ＦＲ比などが
あげられる。また育成結果も目的により無限に存在するが、主な例として、成長速度、寿
命、幹の高さ、幹の太さ、葉の大きさ、葉の色、果実の大きさ、果実の色、果実の収穫量
、果実の味（辛・甘・苦・酸の各味）、花の大きさ、花の色、花の多さ、枝のつき方、各
種病気、各種害虫などがあり、それぞれに明確な判断基準が必要となる。
【０１４８】
　尚図１９（ａ）は、自然界の分布状況を示し、同図（ｂ）自然界に近い条件で人工的に
不確定要素を排除することによってばらつきを小さくすることができることを示し、同図
（ｃ）は特定の条件を変えることによって分布の中心線をずらすことができることを示し
、同図（ｄ）は特定の条件を変えることによって分布を偏向させることを示し、同図（ｅ
）は特定の条件を変えることによって、ばらつきを変化させることができることを示し、
同図（ｆ）は特定の条件を変えることによって、分布状況を複合的に変化させることがで
きることを示している。図中の矢印は変化方向を示す。
【０１４９】
　各種育成植物の育成情報は図２０に示すようなマトリクスで与えられる。育成条件と育
成結果を統計情報の形でマトリクスとし、ベーシック情報、アドバンス情報と順次確認し
ていくことができる。これは、事業者Ｂ側が提供するホームページ上で確認することがで
き、必要とする植物の目的とする育成結果から、どのような育成制御が有効か確認してい
くことができる。
【０１５０】
　また、事業者Ｂ側のコンピュータ５や顧客Ａ側のパソコン３ａ等の表示装置の画面に表
示されているマトリクス上の統計データをポインティングデバイスによってクリック又は
キーボード等を使用してクリックに類する行為を行うことによって、代表的なモデル化育
成情報及び各個別育成情報を取り出すことができ、顧客Ａはこれを参考にしたり、そのま
ま使って育成制御を行うことができる。
【０１５１】
　尚、個別情報が少なく統計情報として表せないものはその旨の標記がされ、上記と同様
にクリック等の操作によって個別情報を確認、入手することができる。
【０１５２】
　育成用種苗を事業者Ｂが販売する場合、顧客Ａの要望に合わせ様々なタイプの種苗を用
意し、ホームページ上から通信販売する。この場合一般的な育成情報を持つもの、特殊な
育成情報を持つもの、植物育成情報がなく顧客Ａ自ら作り上げる必要があるものなどがあ
り、価格形態にもバラエティーがある（場合によっては、育成結果をもって逆に事業者Ｂ
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側が買う場合も有り得る）。
【０１５３】
　また顧客Ａ側のパソコン３ａ内に植物育成シミュレーションのアプリケーションプログ
ラムをインストールし、又はインターネットＩＮＴにて繋がれた事業者Ｂ側のコンピュー
タ５内に組み込まれて提供するようにし、実際の植物育成情報を基に作られ、植物の選定
から育成状況、育成結果まで、実際と同じような感覚でシミュレーションできるようにし
ても良く、このアプリケーションプログラムを事業者Ｂ側から供給する。
【０１５４】
　この場合アプリケーションプログラムとベーシックの育成情報はフリーウェアとして無
償公開し、アドバンス情報は有償で提供するようにし、これらの育成情報を、顧客Ａ側で
自由に組み替えることにより、実際の植物育成装置１とリンクしながら新たな植物育成情
報を創出することもできる。
【０１５５】
　以上のように本発明方法及びシステムでは、様々な植物の持つ多様性の解明研究が、安
価に短い期間で可能となり、植物研究の分野で飛躍的な進歩を促すことができる。これに
より植物工場やハウス栽培等における生産性の向上、特化した様々な目的の栽培等が容易
にできるようになり、野菜や花卉類の生産者に多大なメリット（低コスト、高効率、高付
加価値）を提供することができる。これにより事業者Ｂは、農業プラント業者、植物工場
やハウス農場及び各研究機関などとの間で契約を交わし、この育成情報の売買によって利
益を得ることができる。
【０１５６】
　また植物の持つ本来の可能性を引き出すという育成方法レベルでの制御を行い、遺伝子
組み替え等の人体に対して危険性が懸念されるような種子レベルでの操作は行わないため
、人体に対して安全安心であると共に、他の動植物体系など環境に与える影響も少ない。
【０１５７】
　更に人工的な肥料、薬品に頼らない安全な育成方式を採用することもでき、昨今の消費
者ニーズとして高まってきている無農薬、有機栽培の需要に応えることができる。そして
これにより、長期的な地球環境、自然環境の破壊に歯止めをかけることができるばかりで
なく、アレルギーなどの人体への影響も緩和できる可能性がある。
【０１５８】
　また顧客Ａ側は、様々な植物の中から自分の育成したい植物を選び、育成結果の目標（
例えは「長期間花を咲かせ続ける育成方法」など）を決めたら、農園や家庭菜園又はプラ
ンターによる育成などのような手間をかけることなく、事業者Ｂ側から提供された植物育
成情報に従って容易に植物を育成できる。
【０１５９】
　逆に、育成方法を自分なりにカスタマイズすることによって、より効率的な栽培方法や
特殊な育成結果などを生み出すことが可能であり、顧客Ａの創造性を活かすことができる
と共に、育成情報の結果は、場合によっては他の顧客Ａや事業者Ｂに販売することもでき
、新たな趣味として発展していくことができる。
【０１６０】
　更にまた顧客Ａ間の売買のときは、事業者Ｂは売買手数料として利益を得るビジネスを
創出することができる。
【０１６１】
　更に植物育成装置１は、小形で部屋のインテリアとして、また家具調のタイプも考えら
れ、マンション、アパートなどの集合住宅においても、自由自在な植物育成が実践できる
。また、オフィスやロビー、エントランスなどの観葉の用途としても利用できる。
【０１６２】
　植物育成情報のやり取りばかりでなく、植物育成装置１やその他サプライ用品の購入、
レンタル契約なども全てインターネットを通じて行い、またこれは既存のパソコン３ａや
携帯電話３ｃを利用することにより、顧客Ａは安価に参加することが可能となり、この時
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事業者Ｂにとって、装置購入、レンタル契約時に利益を得ることが可能であるが、それ以
上にサプライ品やオプション品によって定常的に利益を得ることができるビジネスが展開
可能となる。
【０１６３】
　更に植物には、視覚的な癒し効果が古くから知られ、また空気清浄効果が最近の研究で
明らかにされつつあるが、本システムを病院や老人ホーム等の介護施設に設置し、インタ
ーネットによる遠隔操作にて制御し育成することによって、容易にこれらの効果を引き出
すことができる。
【０１６４】
　また植物の育成に手をかけることは、老人の惚け防止や治療に役立つことが知られてお
り、園芸療法などが近年盛んになってきている本システムを設置し、手動で育成を行い、
育成情報のインターネット監視によって最低限のフォローを外部から与えることによって
、同様の効果を容易に得ることができる。
【０１６５】
　また植物育成シミュレーションゲームを実際の植物育成情報とリンクした形で提供する
ことによって、顧客Ａにとって新たな植物を新たな方法で育成する際、バーチャルで予測
しリアルで実践という図式が可能となり、新たな面白さを顧客Ａに与えることができる。
またこれにより、リアル、バーチャル両面から育成情報の確度向上を図ることができる。
【０１６６】
　様々な植物を様々な育成条件にて、意図とする結果を予測しながら実践することは、自
然科学の分野にて有効である。
【０１６７】
　更に本発明のシステムを教育現場に導入し実践することによって、様々な比較実験から
自然科学分野の教育に役立つと共に、子供の情操教育の一助とすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本発明方法を用いた植物育成制御システムの一実施形態のシステム構成図である
。
【図２】同上の植物育成情報の取得方法の一例を説明するフローチャートである。
【図３】同上の植物育成情報の取得方法の別例を説明するフローチャートである。
【図４】同上の植物育成情報の取得方法の他例を説明するフローチャートである。
【図５】同上に於ける第１、第２のユーザーと事業者の契約関係説明図である。
【図６】同上に於ける第１のユーザーと事業者との情報の流れ及び物流関係説明図である
。
【図７】同上に於ける第１，２のユーザーと事業者との情報の流れ及び物流関係説明図で
ある。
【図８】（ａ）は同上の事業者と第１ユーザーとの間の契約と植物育成開始までの処理過
程を示すフローチャート、（ｂ）は同上の事業者と第１ユーザーとの間の追加契約と異種
植物育成開始までの処理過程を示すフローチャートである。
【図９】（ａ）は同上の植物育成時における第１ユーザーと事業者の処理過程を示すフロ
ーチャート、（ｂ）は同上の事業者における育成情報の加工処理過程を示すフローチャー
トである。
【図１０】同上の事業者と第２ユーザーとの間の育成情報作成の委託時の処理過程を示す
フローチャートである。
【図１１】同上に用いる植物育成装置の一部破断せる全体斜視図である。
【図１２】同上に用いる植物育成装置の分解斜視図である。
【図１３】同上に用いる制御ユニットの接続関係説明図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は同上に用いる植物育成装置の他の例の斜視図である。
【図１５】同上で使用するモデル化育成情報の例の説明図である。
【図１６】同上で作成使用される制御情報の例の説明図である。
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【図１７】同上で収集される育成結果情報の例の説明図である。
【図１８】同上の統計情報の作成例の説明図である。
【図１９】同上で作成される育成結果の分布状況の変化のモデル例図である。
【図２０】同上の育成情報のマトリクス化の例図である。
【符号の説明】
【０１６９】
Ａ　　　顧客
Ｂ　　　事業者
ＩＮＴ　インターネット
１　　　植物育成装置
２　　　制御ユニット
３ａ　　パソコン
３ｂ　　ゲーム機
３ｃ　　携帯電話
３　　　汎用通信機器
４　　　サーバー
５　　　コンピュータ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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